
支援の内容

●化学肥料から有機質資材等へ転換するなど、販売農家が特別栽培
農産物等の生産拡大に要する掛かり増し経費について、拡大面積
に応じて10aあたり7,500円（※１）の助成単価で支援します。

※１ 全県の申請総額が県の予算額を上回る場合、助成単価を調整します。

環境と調和した持続的な農業生産を
拡大する取組を支援します

〜新潟県みどり計画実践加速化支援事業のご紹介〜

●令和７年産の特別栽培農産物等の作付面積を、６年産より
１ａ以上拡大すること

●令和８年産の特別栽培農産物等の作付面積を、７年産より
１ａ以上拡大すること（※２）

支援の対象となる取り組み

※２ R7年産がR6年産作付面積と比べ減少した場合は、R8年産がR6年産作付面積を上回る分を支援します。

●国の「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」に基づく
特別栽培農産物（※３）

●新潟県特別栽培農産物認証制度や市町村・JA等から第３者認証を
受けた特別栽培農産物（※３）

●有機農産物（JAS法に基づく登録認証機関の認証を受けたもの）

特別栽培農産物等は、以下のいずれかに該当するものが対象です

※３ 特別栽培農産物は、新潟県が定める地域慣行栽培基準が設定されている作物に限ります。
＜新潟県が定める地域慣行栽培基準及び特別栽培農産物使用基準＞

http://www.niigata-ninshou.jp/nousan/nousanlist.html
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新潟県みどり計画実践加速化支援事業の手続き

販売農家ごとに、申請書兼誓約書（別紙様式１号）及び生産・販売計画
（別紙様式２号）を作成し、その他必要書類を添えて、令和７年11月28日
（金）までに新潟市各区農政担当課へ提出してください。

誓約事項は必ずチェックを
つけてください。チェック
がないものは、申請を受け
付けることができません。

助成金の振込先口座を記載
してください。
振込不能とならないよう、
口座番号、口座名義人等に
誤りがないか、確認してく
ださい。
また、通帳の写し等の添付
もお願いします

●申請書兼誓約書（別紙様式１号）の書き方

１ 計画申請
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●その他必要書類（計画申請時）
○令和６年産の特別栽培農産物の認証通知等、認証を受けたことを証明する書類の写し
（認証等を受けていない場合：作付面積がわかる栽培管理記録）

○有機農産物：令和６年産のＪＡＳ法に基づく登録認証機関による証明書の写し
〇振込先が確認できる書類（通帳の写し等。通帳の場合は表紙と通帳を開いた1,2ページ目の写し）
○暴力団等の排除に関する誓約書兼同意書

●生産・販売計画（別紙様式２号）の書き方

３

別紙様式２号

１ 生産計画（実績）

市町村名 整理番号

令和６年産(実績) 令和７年産 令和８年産 令和６年産⇒令和７年産 令和７年産⇒令和８年産

1 水稲 0.0 50.0 50.0 0.0
2 水稲 0.0 30.0 30.0 0.0
3 水稲 0.0 50.0 50.0 0.0
4 水稲 0.0 50.0 50.0 0.0
5 水稲 0.0 50.0 50.0 0.0
6 0.0 0.0
7 0.0 0.0
8 0.0 0.0
9 0.0 0.0
10 0.0 0.0
11 0.0 0.0
12 0.0 0.0
13 0.0 0.0
14 0.0 0.0
15 0.0 0.0

① ② ③ ④＝②−① ⑤＝③ー②
0.0 230.0 230.0 0.0

助成額 172,500
⑥＝（④＋⑤）×750

※1 令和6年産、令和7年産及び令和８年産で特別栽培農産物または有機農産物の生産に取り組む全てのほ場を記載すること。ただし、
令和6年産から令和7年産への拡大分のみを申請する場合は、令和8年産の記載は不要とする。
令和6年産及び令和７年産について、新潟県または市町村による特別栽培農産物の認証等を受けたことを証する書類の写しを添付すること。
認証等を受けていない場合にあっては、栽培面積がわかる栽培管理記録等を添付すること。
有機農産物にあっては、JAS法に基づく登録認証機関による認証を受けたことを証明する書類を添付すること。
令和7年産作付面積が令和6年産より減少し、令和8年産作付面積が令和7年産より拡大する場合は、令和8年産における支援は令和6年産から
拡大する面積分とする。

※2 主たる農産物名は、最も作付面積の大きい品目を記載すること。
※3 対象ほ場が15筆を超える場合は、適宜行を追加して記載すること。

２ 販売計画（実績）

令和６年産 令和７年産 令和８年産
11,000

主な販売先（販売割合）

玄米 JA○○（50％）、（株）○○（50％）

精米

計

販売量（kg）

○○市××
○○市△△
○○市□□
○○市●●
○○市◇◇

新潟県みどり計画実践加速化支援事業 農業者生産・販売計画(実績)

助成対象者氏名
（法人名）

○○ ○○

作付計画（実績）

ほ場所在地※１
主たる農作物

名※2
取組面積(a) 拡大面積(a)

記載例

作付ほ場ごとに、所在地
（地番など）、作物名、作
付面積を記入してください。 特別栽培農産物等の販売量、主な

販売先を記入してください。
玄米・精米以外の品目を記載する
場合は、適宜行を追加して記載し
てください。

販売量に対する割合を記載
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問い合わせ先
新潟市 北区役所産業振興課 電話：025-387-1365 Mail：sangyo.n@city.niigata.lg.jp
新潟市 江南区役所産業振興課 電話：025-382-4816 Mail：sangyo.k@city.niigata.lg.jp
新潟市 秋葉区役所産業振興課 電話：0250-25-5340 Mail：sangyo.a@city.niigata.lg.jp
新潟市 南区役所産業振興課 電話：025-372-6515 Mail：sangyo.s@city.niigata.lg.jp
新潟市 ⻄区役所農政商⼯課 電話：025-264-7610 Mail：nosei.w@city.niigata.lg.jp
新潟市 ⻄蒲区役所産業観光課 電話：0256-72-8407 Mail：sangyo.nsk@city.niigata.lg.jp

販売農家ごとに、生産・販売実績（別紙様式２号）を作成し、その他必要
書類を添えて、新潟市各区農政担当課へ、指定する期日までに提出してくだ
さい。
その他必要書類（実績報告時）
○補助事業実績報告書
○令和７年産の特別栽培農産物の認証通知等、認証を受けたことを証明する書類の写し
（認証等を受けていない場合：作付面積がわかる栽培管理記録）

○有機農産物：令和７年産のＪＡＳ法に基づく登録認証機関による証明書の写し

栽培実績が計画した拡大面積に達しない場合は、未達
成面積相当の助成金を返還していただきます。

令和８年11月末頃

令和８年２月末頃

令和７年11月28日 ●計画申請期限

●実績報告期限（申請者に個別に連絡します）

●達成状況報告期限（申請者に個別に連絡します）

２ 実績報告

３ 達成状況報告

農業者別達成状況報告書（別紙様式第４号）を作成し、その他必要書類を
添えて、新潟市各区農政担当課へ、指定する期日までに提出してください。

その他必要書類（達成状況報告時）
○作付拡大後（令和７年産、令和８年産）の特別栽培農産物の認証通知等、認証を
受けたことを証明する書類の写し
（認証等を受けていない場合：作付面積がわかる栽培管理記録）

○有機農産物：作付拡大後（令和７年産、令和８年産）のＪＡＳ法に基づく登録認
証機関による証明書の写し

４ スケジュール

※2月上旬頃に交付申請を予定しています。詳細は申請者に個別に連絡します。
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